
3 開発協力の適正性確保のための取組

日本の長年にわたるODAは、開発途上国の開発、
成長に様々な形で貢献してきただけではありません。
ODAは、日本と開発途上国との間の友情と信頼の確か
な絆
きずな
を築くとともに、日本の国際社会における地位の

向上に、ひいては日本自身の平和と繁栄をより確かな
ものとすることに大いに役立ってきましたが、課題や
困難に直面したこともありました。たとえば、ODA
事業に際して、不正が行われたことや、不測の事態に
よって十分な援助効果が上げられなかったり、遅れが
生じたりしたこともあります。また、日本政府の開発
協力は、日本の顔が見えにくい、援助目的が達成され
ていないといったご意見をいただくこともあります。
日本政府としては、こうした経験を一つひとつ無駄

にせず、将来への教訓とすべく、評価の仕組みを整え、
透明性の向上に努め、市民社会を含む幅広い関係者の
方々との対話をはじめ、様々な努力を続けてきまし
た。このように、日本は、開発途上国の人々に真の豊
かさをもたらすよう、「非軍事的協力による平和と繁
栄への貢献」という、平和国家としての日本にふさわ
しい開発協力を推進する方針のもと、環境・気候変動
への影響、特に貧困層や女性、少数民族、障がい者な
どの社会的に弱い人々に配慮しながらのODAを行っ
ています。また、不正を防ぐ仕組み、受入国側との丁
寧な対話と調整、さらには、きめ細かい事業の維持管
理やフォローアップのプロセスも整えてきました。日
本政府は、今後もより効果的で適正な開発協力の実施
に向けた努力を不断に続けていきます。

（1）不正腐敗の防止
日本のODAは、国民の税金を原資としていること
から、ODAに関連した不正行為などが行われること
は、開発協力の適正かつ効果的な実施を阻害するのみ
ならず、ODAに対する国民の信頼を損なうものであ
り、絶対に許されるものではありません。しかしなが
ら、ODAを巡る不正行為は今日においても後を絶た
ず、厳しい対応が求められています。このような不正
行為を防止するには、たとえば、不正行為を行ったと
しても、いずれ公になり、厳しいペナルティが課され
ることを認識させる必要があります。

そこで、外務省およびJICAは、過去に発生した不
正行為も踏まえつつ、これまで、監視体制の強化とし
て、「不正腐敗情報に係る窓口の強化」、「第三者検査
の拡大」などを行い、ペナルティの強化として、「排
除措置期間の上限引上げ」、「違約金の引上げ」、「重大
な不正行為を繰り返した企業に対する減点評価の導
入」などを行いました。さらに、2018年には、不正
行為を行った企業などに対する措置に係る基準を改正
し、措置対象者の企業グループ等に対する措置、措置
期間中の者から事業譲渡等を受けた者に対する措置を
可能とする「排除措置対象の拡大」などを行いました。
日本政府は、ODAに関連した不正行為は断じて許
さないという強い決意のもと、JICAと連携し、引き
続き、不正行為の防止に向けた対応について、しっか
りと取り組んでいきます。

（2）　国際協力事業関係者の安全対策
JICA関係者のみならず、コンサルタント、施工業者、
NGOなど、様々な国際協力事業関係者が活動してい
る開発途上国の治安状況は複雑で、国ごとに状況が異
なる上、常に変化しています。
2016年7月のバングラデシュにおけるダッカ襲撃テ

ロ事件を受け、外務省およびJICAは、関係省庁、有識
者と共に国際協力事業関係者の安全対策を再検証し、
同年8月、「最終報告」を発表しました。これは、「安全
はもはやタダではない」ことや、組織のトップ自らが主
導して安全対策を講じる必要性を認識し、より広範囲な
NGOを含む国際協力事業関係者の安全の確保に向け、
以下に関して講ずべき措置をとりまとめたものです。
①脅威情報の収集・分析・共有の強化
②事業関係者およびNGOの行動規範
③ハード・ソフト両面の防護措置、研修・訓練の強化
④危機発生後の対応
⑤�外務省・JICAの危機管理意識の向上・態勢のあ
り方

外務省およびJICAは、「最終報告」に記載された
安全対策の実施に取り組むとともに、国際協力事業関
係者の安全対策の実効性を確保するための対応を継
続・強化しています。
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（3）　評価の実施
これまで日本は、ODA事業の透明性向上を徹底し、

その説明責任の向上を図るため、①PDCAサイクル（案
件形成（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、フォ
ローアップ活動（Act）の強化、②プログラム・アプ
ローチの強化、③「見える化」の徹底を進めてきました。
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　第２章　日本の開発協力の具体的取組　　第３節　効果的で適正な実施に向けた取組

イ．プログラム・アプローチ
プログラム・アプローチとは、被援助国との協議等
を通じて特定の開発課題の解決に向けた目標（プログ
ラム目標）を設定した上で、その目標達成に必要な具
体的なODA案件（プロジェクト）を導き出していく
アプローチのことです。
たとえば、特定地域の妊産婦死亡率を減らすという

「目標」のために、無償資金協力による病院の建設や、
技術協力による助産師の育成といった「具体的なプロ
ジェクト」を導き出すケースが考えられます。現在、
試験的な取組を進めており、その経験と成果を活かし
て、プログラム・アプローチの強化に取り組んでいき
ます。

ウ．国別開発協力方針
「国別開発協力方針」は、被援助国の政治・経済・
社会情勢を踏まえ、相手国の開発計画、開発上の課題
等を総合的に考え合わせて策定する日本のODAの方
針です。その国への開発協力のねらいや基本方針・重
点分野等を簡潔にまとめ、「選択と集中」による開発

協力の方向性の明確化を図っています。原則として
すべてのODA対象国について策定することとしてお
り、2016年10月時点で113か国の国別開発協力方針
（旧称「国別援助方針」）を策定しました。

エ．開発協力適正会議
ODA事業の妥当性を確認するとともに、ODAの質
と透明性の向上を図ることを目的に、関係分野に知
識・経験を有する独立した委員と意見交換を行う開発
協力適正会議を開催しています。2011年から開催さ
れている開発協力適正会議は、PDCAサイクルの中核
としての役割を果たしています。この会議は、無償資
金協力、有償資金協力および技術協力の新規案件形成

のための調査実施に先立ち、ODA関連分野に知見を
有する外部有識者と外務省・JICAの担当部署との間
で調査内容などについて意見交換を行い、過去の経験
や外部有識者の視点を新規案件に反映することを通じ
て、ODA事業のより一層の効果的な実施と透明性の
向上を図ることを目的としています。

オ．評価の充実
これまで日本は、ODA事業の透明性向上を徹底
し、その説明責任の向上を図るため、①PDCAサイク
ル（案件形成（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、
フォローアップ活動（Act））の強化、②プログラム・
アプローチの強化、③「見える化」の徹底を進めてき
ました。
PDCAサイクルの強化については、①すべての被援
助国における国別援助方針の策定、②開発協力適正会
議の開催、③個別案件ごとの指標の設定、④評価体制
の強化といった取組を進めています。
2013年４月には、ODA事業の透明性向上と継続
的改善を目的として、「戦略的・効果的な援助の実
施に向けて（第３版）」を公表しました。ここでは、
PDCAサイクル強化のため、無償資金協力についての
体系的な数値目標の導入（これにより個別プロジェク
トごとに合理的な目標設定が可能になる）や、貧困削
減戦略支援無償へのPDCAサイクルの導入、事業評価
への４段階評価の導入等を発表しました。このうち、
体系的な数値目標の導入については、2014年6月に

開催された第11回行政改革推進会議において有識者
からPDCAサイクルを強化した改善事例として評価さ
れました。
同年６月に実施された「春の行政事業レビュー」で
は、草の根技術協力事業について公開の議論が行わ
れ、その指摘を踏まえ、第三者による包括的な評価を
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事業実施前に
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計画選定

実施
中間報告書による案件
の進み具合、目標達成
見込み等を検証

PDCAサイクルPDCAサイクル

PDCAサイクルの強化について、日本は、①すべ
ての被援助国における国別開発協力方針の策定、②開
発協力適正会議の開催、③個別案件ごとの指標の設
定、④評価体制の強化といった取組を進めています。
より効果的・効率的なODAを行うためには、事業

レベルだけではなく、政策レベルでPDCAサイクルを
強化していくことが必要です。そのため、「行政機関が
行う政策の評価に関する法律」（いわゆる「政策評価
法」）に基づいて、経済協力に係る施策等について政策
評価を実施  注9  するとともに、中立的な立場から評価
を行うべく第三者によるODA評価を実施し、評価の
結果から得られた提言や教訓をODA政策にフィード
バックすることで、ODAの管理改善を図っています。
第三者評価  注10  では、第三者が主に政策レベルの
評価（国別評価、課題・スキーム別評価など）を行い、

�  注9  � 交換公文（E/N）供与限度額150億円以上の有償資金協力プロジェクト、およびE/N供与限度額10億円以上の無償資金協力プロジェク
トについて事前評価を実施している。「未着手・未了案件（未着手案件とは、政策決定後、5年を経過した時点で貸付契約が締結されていな
い、あるいは貸付実行が開始されていないなどの案件。未了案件とは、政策決定後10年を経過した時点で貸付実行が未了である案件を指
す。）」の事後評価を行っている。

�  注10  �2017年度からは外務省が実施する無償資金協力についても、2億円以上の案件については内部評価を、10億円以上の案件については
第三者評価を実施し、その結果を公表するとともに、これらの事後評価結果が次のODAの案件形成に活かされるよう努めている。

�  注11  �妥当性（relevance）、有効性（effectiveness）、効率性（efficiency）、インパクト（impact）、持続性（sustainability）の5項目。
2019年12月に一貫性・整合性（coherence）が追加され、6項目となった。

�  注12  �開発事業の効果を、統計学や計量経済学の手法を用いて検証する評価方法のこと。
�  注13  �外務省が世論調査機関に委託し、ASEAN10か国（ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガ

ポール、タイ、ベトナム）において、18歳から59歳までの300名を対象に、インターネットおよび一部訪問面接を併用した対日世論調査が行われた。
� � URL：http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006943.html

開発の視点から政策やプログラムが日本のODA上位
政策や被援助国のニーズに合致しているか（政策の妥
当性）、当初予定されていた目標が達成されているか
（結果の有効性）、政策の実施までに適切なプロセスが
取られているか（プロセスの適切性）の3つの評価項
目に基づいて評価を行います。また、開発の視点に加
えて、当該政策やプログラムの外交上の効果の確認も
重要であるとの考えから、外交の視点からの評価も
行っています。2015年度からは、原則としてすべて
の評価案件で外交の視点からの評価を行い、ODAの
外交的な重要性および波及効果（ODAが日本の国益
の実現にどのように貢献したか）を明らかにするため、
外交の視点からの評価の拡充を試みています。また、
評価結果は外務省ホームページ（http://www.mofa.
go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/hyoka.html）な
どで公表されており、ODAがどのように使われ、ど
のような効果があったのかについて国民への説明責任
（アカウンタビリティ）を果たす役割も持っています。
さらに、JICAも無償資金協力、有償資金協力、技
術協力それぞれのプロジェクトについての評価やテー
マ別の評価を実施しています。JICAは、各プロジェ
クトの事前の段階から、実施の段階を経て、事後まで
一貫したモニタリング・評価を行うとともに、これら
3つの援助手法に整合性のある評価の仕組みを確立し
ています。なお、これらの評価はDAC評価5項目  注11  

に基づいて行われ、一定金額以上の案件については、
外部評価者による事後評価を実施しています。また、
事業の効果を定量的に把握することは重要であり、イ
ンパクト評価  注12  の強化にも取り組んでいます。
なお、海外から日本のODAがどのように見られてい

るかの一例として、2018年2月、ASEAN諸国におけ
る対日世論調査  注13  では、日本のODAについて、約
8割近くが「日本のODAが自国の開発に役立っている」
と回答しています。
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